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「中小企業省力化投資補助金」第２回公募のご案内
本補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等が ＩｏＴ・ロボット等の
人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助する制度です。
【対象者 】  人手不足の状態にある中小企業等
【対象事業】 カタログに掲載されている製品の導入

＜掲載されている製品カテゴリー＞
【対象事業】 清掃ロボット、配膳ロボット、自動倉庫、検品・仕分システム、無人搬送車、スチームコンベクションオーブン、券売機、自動精算機、

【対象事業】 自動チェックイン機、タブレット型給油許可システム、オートラベラー、飲料補充ロボット、デジタル紙面色校正装置、測量機）

【実施期間】 交付決定日（令和６年１１月上旬予定）～１２ヶ月以内
【補助率 】  １/２以内
【補助金額】 従業員数５名以下…２００万円（大幅な賃上げを行う場合３００万円）
【補助金額】 従業員数６～２０名…５００万円（大幅な賃上げを行う場合７５０万円）
【補助金額】 従業員数２１名以上…１,０００万円（大幅な賃上げを行う場合１,５００万円）  
【申請期間】 令和６年８月９日（金）１３：００～９月２４日（火）１７：００（予定）

※令和８年９月頃までに複数回公募される予定
【申請方法】 電子申請のみ（ＧビズＩＤプライムアカウントの取得が必要）

（１）ＷＥＢサイトに掲載されているカタログから導入製品及び販売店を選択する 《詳 細》
（２）販売店と連絡を取り、事業計画の作成を行う
（３）電子申請システムを通じて販売店と共同で交付申請を行う

【問合せ先】 コールセンター ナビダイヤル：０５７０-０９９-６６０ ＩＰ電話等から：０３-４３３５-７５９５

「令和６年度管内景気動向調査（第１四半期）」の集計結果について

高山西商工会では、年度ごとに管内（一之宮町・清見町・荘川町）所在の小規模事業者１５者を選定し、
四半期に一度、景気動向調査を実施しています。第１四半期（４～６月）の調査結果をＨＰに掲載したので、
地域経済状況の把握並びに将来予測等、経営における参考資料としてご活用ください。 《報告書》

県民の皆様へ「この夏も感染拡大に警戒を～夏休みを台無しにしないため～」
現在、新型コロナが全国的に拡大しており、本県においても、６月初旬以降、感染者数が増加し始め、特に７月に入ってか
ら急増しています。新型コロナは、ただの風邪ではありません。若い方でも高熱や激しいのどの痛みが生じるほか、後遺症のリ
スクもあり、感染すれば、日常生活に大きく影響します。
また、高齢者や基礎疾患のある方は入院に至るケースも多く、新型コロナは依然として危険な病気です。加えて、手足口
病や溶血性レンサ球菌咽頭炎（溶連菌）、ヘルパンギーナなど、新型コロナ以外の感染症も流行しています。
いずれの感染症も飛沫や接触などにより感染するため、基本的な感染対策が有効です。県民の皆様におかれては、ご自
身や大切な人を守るため、場面に応じた適切な感染対策を行っていただき、新型コロナをはじめとする感染症の拡大に十
分な警戒をお願いいたします。
＜感染を拡大させないために＞
●定期的な換気、こまめな手洗いや手指消毒など、引き続き基本的な感染対策を 
●「混雑した場所や会議室などの密閉空間にいる場合」、「医療機関や高齢者施設へ訪問する場合」、「高齢者や基礎

 疾患のある方と会う場合」などには、マスク着用などの配慮を
●高リスクの方が混雑した場所へ出かける場合は、マスクを着用するなど自らの命を守る取組みを

＜感染したかも？と思ったら＞ 
●体調不良の際は、症状が軽くても無理をせず行動をストップし、かかりつけ医の受診や手持ちの検査キットによる積極

 的な検査を
●陽性と診断され、医師の処方があった場合は、コロナ治療薬（抗ウイルス薬）の服用も

※医療機関を受診する際は、事前に連絡し注意事項を確認
※救急車の利用は真に必要な場合のみとし、判断に迷う場合は「＃７１１９（救急安心センターぎふ）」のご利用を

令和６年７月２５日 岐阜県



労働安全衛生法の各種手続きについて入力支援サービスをご利用ください
令和７年１月より以下の手続きについて、原則、電子申請が義務付けられます。お早めのご対応をお願い
します。電子申請を利用するにあたっては「ｅ-Ｇｏｖアカウント」の登録が必要となります。
※ＧビズＩＤやＭｉｃｒｏｓｏｆｔアカウントをお持ちの方は当該アカウントでご利用いただけます。
＜原則、電子申請が義務付けられる手続き＞
◆労働者死傷病報告（様式第２３号・第２４号） ◆有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書（様式第６号の２）
◆総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告（様式第３号）
◆定期健康診断結果報告書（様式第６号） ◆心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書（様式第６号の３）
◆有機溶剤等健康診断結果報告書（様式第３号の２） ◆じん肺健康管理実施状況報告（様式第８号） 
電子申請の手続き等でご不明点がある場合は、高山労働基準監督署安全衛生課（０５７７-３２-１１８０）までお問合せ下さい。 

公募中の主な補助金制度のご案内
「IT導入補助金（国）」  

業務の効率化やＤＸの推進、セキュリティ対策のためのＩＴツール等の導
入を支援する補助金制度です。
【申請期限】 第６回…８月２３日（金）１７：００

「デジタル技術活用促進支援事業補助金（市）」

デジタル技術を活用することにより生産性を高める取り組みや、働き方
改革を推進する取り組み及び人材不足を補う取り組みを支援する補助
金制度です。
【申請期限】 予算上限に達した時点で受付終了

「求人情報発信支援事業補助金（市）」

市内事業者の人材の確保を後押しするため、就職情報ウェブサイトなど
を活用した求人活動を支援する補助金制度です。
【申請期限】 事業実施前の令和６年度内

《詳 細》

小規模企業景気動向調査
(６月期)報告書について
本報告書は、全国の商工会
地区に所属する小規模企業の
景気動向調査の結果を取りまと
めたもので、小規模事業者の皆
様に提供し、経営活動の一助と
なることを目的としています。

《詳 細》

《ｅ-Ｇｏｖ》

主な助成金制度のご案内
「働き方改革推進支援助成金」

労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その
実施に要した費用の一部を助成するものです。長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減等に取り組む
中小企業事業主の皆さまを支援します。
「業務改善助成金」

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るため
の制度です。生産性向上のための設備投資（機械設備、ＰＯＳシステム等の導入）などを行い、事業場内最低賃金を一定
額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
「キャリアアップ助成金」

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進
するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

《報告書》

《詳 細》

「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得について
ＧビズＩＤプライムアカウントを取得することにより、補助金申請、事業継続力強化計画などの認定申請、
複数の行政サービスをインターネット上で利用することができます。今後の補助金活用等を見据えて、
今のうちから取得されることをお勧めします。   《詳 細》

《詳 細》

「インターンシップ支援事業補助金」のご案内
高山市は、学生のインターンシップを受け入れた市内事業者に対して、事業者が負担した滞在費および往復に必要な交
通費の一部を補助します。
【 対象者 】  市内に事業所、事務所又は営業所を有する事業者
【対象事業】 令和７年３月３１日までに実施されるインターンシップで次の要件を全て満たすもの

①インターンシップを目的としたものであること
②事業者が実習生の滞在に要する費用の一部又は全部を負担するものであること
③事業者と実習生が雇用関係にないこと
④市内の事業所などで実施するものであること

【対象経費】 事業者が負担する実習生の滞在に要する費用のうち次に掲げる費用
❶市内の賃貸住宅・借家などの家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料及びハウスクリーニング料。

 ただし、事業者が自らが所有する社宅、社員寮に係る費用は除く
❷市内宿泊施設の宿泊料
❸実習生が居住する場所から実習中に宿泊する場所までの１往復に必要な交通費
❹その他特に市長が必要と認めた費用

【補助金額】 対象経費のうち、❶および❷については、実習生１人当たり１日につき補助上限額を４,０００円とし、
 ❸については実習生１人あたり１申請につき補助上限額を３０,０００円とします。（補助率１/２以内）

【申請方法】 ＷＥＢサイトで申請書をダウンロード・印刷し、書面にて申請してください。
【問合せ先】 高山市商工労働部 雇用・産業創出課 電話：０５７７-３５-３１８２    

《詳 細》
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